
【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01 研究活動 研究課題の精選 23年度から実施 　ナショナルセンターとして行うべき実際的・先導的研究課題を精選する。 2a

　平成23年度における研究課題については、前年度から継続となるものも含め、実際的・先導的研究課題への対応という観点を
踏まえて精選し、研究課題数を、27から６減の21に絞り込む中で、インクルーシブ教育システムの構築や教育におけるＩＣＴ
（情報通信技術）活用といった喫緊の課題に対して、予算の重点配分を行った。研究経費全体については、これらの取組により
対前年度比2,080万円、14.4％の縮減を実現した。引き続き平成24年度も精選していく。

02 研修事業
特別支援教育研究研修員制度の効
率化・合理化

23年度から実施
　ナショナルセンターが行う研修としての在り方を見直し、経費を縮減す
る。

2a
　研究研修員制度の在り方については見直しを行い、平成23年度限りで制度を廃止することとした。
　なお、平成23年度の研修経費全体については、外部講師による講義を減らすことなどにより、対前年度比420万円、16.0％の縮
減を実現した。

03 教育相談 事業の効果的・効率的な実施 23年度から実施
　教育相談年報について、他の刊行物と統合するとともにインターネットを
活用した提供を行う。教育相談データベースの効果的運用の推進を図る。

2a

　平成23年度中に「教育相談年報」を「世界の特別支援教育」と統合するとともにインターネットを活用した提供を行う。（平
成22年度100万円から平成23年度80万円に減）
　教育相談データベースは、教育委員会・学校関係者の参加する各種会議等の機会を活用して利用の拡大を図り効率的運用を実
施する。

事業の効果的・効率的な実施 23年度から実施
　国際交流に関する刊行物を見直し、他の刊行物と統合するとともにイン
ターネットを活用した提供を行う。

2a

　平成23年度中に国際交流に関する英文刊行物「Journal of Special Education on Asia Pacific」、「NISE Newsletter」及び
「NISE Bulletin」を統合し（平成22年度190万円から平成23年度150万円に減）、国際交流に関する和文刊行物「世界の特別支援
教育」については「教育相談年報」と統合する（【03の再掲】平成22年度100万円から平成23年度80万円に減）。このことと併せ
てそれぞれインターネットを活用した提供を行う。

研究所セミナーの統合 23年度から実施 　毎年２回開催している研究所セミナーを統合し、経費を縮減する。 1a
　平成23年度から毎年２回開催していたセミナーを統合し、年1回で開催することとした。このことにより資料印刷費や会場借上
費等の経費を200万円程度縮減する。

05 国際交流・国際貢献 国際セミナーの廃止 23年度から実施 　毎年開催している国際セミナーを廃止する。 1a
　毎年開催していた国際セミナーを平成22年度限りで廃止済みであり、このことにより会場借上費等の経費を約800万円縮減し
た。

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

06 保有資産の見直し 職員研修館 22年度以降実施
　職員研修館を保有する必要性について検討し、不要と判断される場合に
は、用途廃止を含め、その処分について検討を進める。

2a
　職員研修館を保有する必要性については検討をしており、当初は平成23年度中に結論を出す予定であったが、現在、当該施設
が東日本大震災の避難施設として登録されていることから、その時期については別途状況を見ながら判断する。

07 事務所等の見直し リエゾンオフィスの廃止 23年度中に実施
　リエゾンオフィス（芝浦）を廃止し、その機能を他機関事務所の機能とと
もに学術総合センターに集約化する。

1a
　平成22年度限りでリエゾンオフィス（芝浦）を廃止し、平成23年度から、面積を縮減（45㎡→20㎡）した上で、学術総合セン
ターに集約化済みである。このことにより賃貸借料等を約100万円程度縮減できる見込みである。

講ずべき措置

文部科学省 国立特別支援教育総合研究所

事務・事業

04 情報普及



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01
大学入試センター試験の
実施

独立採算への移行 23年度から実施 　運営費交付金をゼロとし、運営費交付金に頼らない構造での運営とする。 1a ・23年度予算は、運営費交付金をゼロとした。

02
大学の入学者選抜方法の
改善に関する調査研究

調査研究の重点化 23年度から実施 　センター試験の実施及び入試の改善に関する調査研究に特化する。 1a

・平成23年度からセンター試験の実施及び入試の改善に関する調査研究に特化した。具体的には、法科大学院適性試験に関する
調査研究等は廃止し、得点調整に関する研究や障害のある者に配慮した入試に関する研究等、センター試験の実施及び入試の改
善に直接関係するものに特化した。
（調査研究の件数・経費）
　平成22年度　31件、226,490千円　→　平成23年度　16件、178,988千円

03
大学入学志望者の進路選
択に資する大学情報の提
供

事業の廃止 22年度中に実施
　ガイダンスセミナーを廃止する。また、ハートシステム、ガイドブックを
廃止する。

1a ・ガイダンスセミナー，ハートシステム及びガイドブックは，平成22年度限りで廃止した。

文部科学省 大学入試センター

事務・事業



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

2a

引き続き国立青尐年交流の家、青尐年自然の家の自治体・民間への移管等に向けた調整を進めてきたが、平成23年３月11日の
東日本大震災の発生後、自治体からの要請に基づく被災者等の受け入れ、自衛隊からの要請に基づく燃料補給や隊員の休息基地
としての対応、被災地で活動するボランティアの活動拠点の提供など緊急的な支援を展開しているところであり、事態の状況を
見据えつつ、調整作業に取り組む予定である。

他方、ＮＰＯ等の多様な主体による「新しい公共」型の管理運営については、機構本部に「国立青尐年教育施設の管理運営の
在り方等に関する調査研究協力者会議」を平成23年６月に設置し検討を開始するとともに、一部の施設において平成23年９月か
ら試行的な取組を行う。

2b

　稼働率の低い施設については、上記「国立青尐年教育施設の管理運営の在り方等に関する調査研究協力者会議」において、そ
の要因を分析しつつ、廃止に向けた検討を行い、平成23年度中を目途に一定の結論を得る。
　なお、平成22年度中に検討を開始する予定であったが、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、検討の開始が遅れ
たものである。

2a

　施設利用料金の見直しについては、国立青尐年交流の家、自然の家が実施する研修支援事業の活動プログラムのうち、教材の
購入や特別な技能を有する指導者の配置が必要な特定の活動プログラムの提供等について、平成22年４月から実費分を有償化し
た（受益者負担の導入）。
　さらに、一般利用に係る施設利用料金について、２４年７月より料金を改定する予定である。（現行250円→改定後800円）※
１年前から利用申込を受け付けているため、利用者への周知期間を確保した上で最短での実施。

1a

　機構が主催する企画事業の在り方については、平成23年度の年度計画において「青尐年教育のナショナルセンターとして、青
尐年の課題や国の政策課題に対応した事業を実施する」とし、以下の事業に特化した。
・青尐年の意欲や社会性、規範意識など豊かな人間性を育むためのプログラム開発
・困難を有する青尐年を支援する事業
・環境教育やボランティア活動の推進など国の政策課題に対応した体験活動事業

国立オリンピック記念青尐年総合
センターの在り方の見直し

22年度から実施
　国立青尐年交流の家、自然の家に関する上記の取組と合わせ、国立オリン
ピック記念青尐年総合センターについて、更なる効率的・効果的な利用を実
現するために必要な方策を検討する。

2a

　国立オリンピック記念青尐年総合センターの利用状況については、既に、宿泊室稼働率は約７割、研修室稼働率は約８割に達
しているが、さらに、当センターの利用に関して、報道機関への積極的な働きかけ等を行うことによって周知を図るとともに、
施設の改修など環境を整備することにより、更なる利用の拡大を進めている。
　また、平成23年４月にオリンピックセンター運営部として機構本部に統合し、予算管理・執行や備品・消耗品の管理等の管理
業務を管理部に一元化するなど、事務の効率化を図っている。
　さらに、国立オリンピック記念青尐年総合センターの施設使用料については、平成23年10月及び平成24年３月より料金を改定
する予定である（平均で約15％増額）。
　なお、今後さらに自己収入増加の方策について検討していくこととしている。

02 子どもゆめ基金事業 子どもゆめ基金の国庫返納 22年度中に実施 　子どもゆめ基金（国費100億円）を国庫納付する。 1a
　子どもゆめ基金に対する政府出資金100億円により取得した地方債について、その譲渡収入等101億3305万3千円を平成23年３月
28日に国庫納付した。

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

03 不要資産の国庫返納 子どもゆめ基金 22年度中に実施 　子どもゆめ基金（国費100億円）を国庫納付する。 1a
　子どもゆめ基金に対する政府出資金100億円により取得した地方債について、その譲渡収入等101億3305万3千円を平成23年３月
28日に国庫納付した。

国立青尐年交流の家、自然の家の
自治体・民間への移管等

22年度から実施

　自治体・民間への移管に向け、引き続き調整を進める。あわせて、これら
以外の主体による運営についても検討を行う。さらに、稼働率の低い施設に
ついては、廃止に向けた検討を行う。当面の課題として施設利用料金の見直
しや企画事業の在り方について検討を行う。

講ずべき措置

文部科学省 国立青尐年教育振興機構

事務・事業

01 青尐年教育事業



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

自己収入の拡大 22年度中に実施 　宿泊施設の利用料の引上げにより自己収入を拡大する。 1a
　平成23年３月から利用目的に応じた区分料金制度を整備し、近隣の民間宿泊施設の料金等も調査の上、所要の値上げを実施し
た。
　今後とも宿泊施設の利用料金については継続して見直していく。

優先度の高い事業の重点化 23年度中に実施
　研修効果を全国に効果的に還元するため、研修の対象者や課題等を厳選す
る。また、研修成果の普及状況を的確に把握し研修事業に反映する。

2a

　平成23年度から、地方公共団体職員向けの研修対象者を「行政担当者」とされていたところ、「責任者」に限定し、より対象
者を厳選した。また、課題についても、リーダーに求められるマネジメントに関する内容に焦点をあてるなど厳選した。
　研修半年後に実施する研修成果の活用状況に関するフォローアップ調査について、平成22年度から研修プログラム中にフォ
ローアップの重要性を説明する等、その趣旨の適切な理解を促し、回収率の向上を図った。その回収率は平成21年度69％から平
成22年度75％と６％向上した。平成23年度は、参加者による実践的なグループディスカッション研修を増大させるなど、フォ
ローアップ調査の結果を反映させた。引き続き、フォローアップ調査等の的確な実施に努めていく。

02 調査研究事業 事業の効率化 23年度から実施 　引き続き事業の効率的実施を図る。 2a
　科学研究費補助金や内閣府からの委託費等の外部資金の積極的な活用により、調査研究事業の迅速かつ効率的な目標達成を
図った。（平成22年度1,530万円→平成23年度1,980万円（見込み））.
  また、複数の調査票の同時送付等事業実施上の工夫により効率的な事業実施を図った。

03 情報事業 自己収入の拡大
23年度～27年度
に実施

　情報センターのデータベース利用に一部受益者負担を導入する。 2a
　情報センターのデータベース利用を一部受益者負担とするため、平成23年３月に認証システムの実証実験に着手した。システ
ムの安定性を検証した上で、平成23年度中に課金システムを導入する。

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

04 事務所等の見直し 借地の一部返還 23年度以降実施
　女性教育会館の借地の一部返還に関する埼玉県との交渉を通じて、借地料
の引下げを図る。

1a 　借地の一部返還について埼玉県と基本的に合意済。平成23年度中を目途に一部返還を実施し、借地料を引き下げる。

講ずべき措置

文部科学省 国立女性教育会館

01 研修受入・交流事業

事務・事業



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01
調査研究、資料収集・保
管、展示・学習支援活動

自己収入の拡大 22年度から実施

　事業の拡充と協賛・寄付の拡大等を通じ、自己収入の拡大を図る。特に、
YS-11については定期的な公開を行うとともに、公開に関する協賛等を得
て、自己収入の拡大を図る。あわせて、YS-11の保管経費の縮減と公開の在
り方について検討を行う。

2a

　自然史・科学技術史における国民の関心の高い分野及び現代的課題を分析した上で、関連する特別展・企画展の企画実施に努
めるとともに（平成22年度は特別展「大哺乳類展」、特別展「空と宇宙展」、企画展「日本の生物多様性とその保全」、平成23
年度は特別展「恐竜博2011」、企画展「ノーベル賞１１０周年記念展」など）、常設展の展示内容についても更新を進めること
などにより、来館者数の増加を通じた自己収入の拡大を図っている。
　また、協賛・寄付の拡大については、賛助会員の拡大に努めるとともに、特別展・企画展や夏休みに実施する親子向けのイベ
ント「サイエンススクエア」などの特別なイベント等の実施に際しても企業等からの協賛や外部資金を活用している。
　
　入場料収入は、平成21年度447百万円から平成22年度453百万円へと6百万円（1.2%）増加している。

  特に、YS-11の公開については、平成22年度は上記と同様に外部資金を活用して、羽田空港における「夏のイベント」、「空の
日フェスティバル」、特別展「空と宇宙展」において一般公開を実施した。平成23年度も羽田空港における「空の日」イベント
（10月頃）等において同様の協賛等を得て一般公開を実施する予定である。さらに、平成22年度の特別展「空と宇宙展」会場内
及びイベントにおける公開時に募金箱を設置したほか、特別展終了後は常設展示の「航空技術の発展」コーナーにおいて引き続
き募金箱を設置して協賛・寄付の拡大を図っている。

　YS-11の保管経費に関しては、平成23年3月に保管先を変更したところであるが、保管料については従前と同様に抑えたところ
である。今後の保管の在り方については、引き続き検討を行っており、平成23年度末までを目途に、中間的な論点整理を行う。

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

02 新宿分館 24年度中に実施
　新宿分館の機能を筑波に移転するとともに、移転後の不動産を国庫納付す
る。

2a 　筑波地区への移転については、本年７月以降順次実施し、24年度中に新宿分館地区の不動産を国庫納付する。

03 霞ヶ浦地区 22年度中に実施 　霞ヶ浦地区を現物納付する。 1b
　東日本大震災により被災地である茨城県内の関係機関や業者との調整に影響が生じ、22年度中の国庫納付が実施できなかった
が、平成23年８月10日に納付済である。

04 取引関係の見直し
施設内店舗に係る競争的な入札制
度の導入

24年度から実施 　施設内店舗用地の賃借の入札方式について、企画競争を導入する。 1a
　施設内店舗用地の賃借については、平成22年度に、平成23年度からの店舗運営事業者選定の企画競争を複数者の応募を得て実
施した。

05 組織体制の整備 経常研究に関する外部評価の導入 23年度から実施
　経常研究については、テーマの選定、進行管理、結果の評価の各段階にお
いて、外部評価を導入する。

1a
　平成23年２月に外部有識者を加えた研究評価委員会を開催し、第3期中期目標期間中の基盤研究のテーマ設定について評価を
行った。また、平成23年度から外部評価委員会を設置し、研究全般にかかわるテーマの選定、進行管理、結果の評価を行う外部
評価制度を導入した。

06 制度の見直し 制度の在り方を検討 22年度から実施
　国の負担を増やさない形での事業の充実に向けて、制度の在り方を検討す
る。

2a
　「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）も踏まえ、文化庁の「国立文化施設等に関
する検討会」が平成22年12月に収蔵品等の充実に向けた取組等を内容とする論点整理を取りまとめたところであるが、引き続
き、国の負担を増やさない形での事業の充実に向けて、制度の在り方を検討していくこととしている。

不要資産の国庫返納

文部科学省 国立科学博物館

講ずべき措置

事務・事業



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01

ナノテクノロジーを活用
する新物質・新材料の創
成のための研究の推進事
業

02
社会的ニーズに応える材
料の高度化のための研究
開発の推進

03

研究成果の普及とその活
用の促進、及び物質・材
料研究の中核機関として
の活動

事業の効率化 23年度から実施 　事業の効率的な遂行を図り、一般管理費を縮減する。 2a

　一般管理費については機構全体として縮減を図ることとし、第３期中期目標・中期計画期間中(平成23～27年度)の５年間で
15％以上の効率化目標を設定し、現在、その実行に努めている。初年度である平成23年度においては、財務会計、旅費計算のＩ
Ｔシステムの統合・更新や構内ネットワークの合理化等により、年間約48,000千円の経費を削減する見込み。なお、平成22年度
においても、省エネ、CO2削減を促進するためのESCO事業（省エネルギー改修費用を光熱水費の削減分で賄う事業）により光熱水
費を年間約15,000千円節減した。

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

04 不要資産の国庫返納 目黒地区事務所 24年度中に実施
　目黒地区事務所の機能をつくば市に移転するとともに、移転後の不動産を
国庫納付する。

2a
　目黒地区で実施している業務については、現在、つくば地区への移転作業を実施中。
　また、不動産の国庫納付については、納付手続きに必要となる土壌汚染調査等を実施中。

05 事務所等の見直し 東京会議室の廃止 23年度中に実施
　東京会議室を廃止し、その機能を他機関事務所の機能とともに学術総合セ
ンターへ集約化する。

1a

　東京会議室（虎ノ門）については廃止し、借上面積を縮減した上で（136㎡→20㎡）、平成23年４月より、他機関（教員研修セ
ンター、国立特別支援教育総合研究所、国立高等専門学校機構）とともに、学術総合センターに機能を集約化した。また、集約
化した他機関とともに、一部の消耗品、清掃及び廃棄物処理業務等については、共同契約を行っている。これらに伴い、会議室
の管理にかかる経費を年間12,600千円削減見込み。

06 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの
抽出と実行

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、
他の研究開発法人と協力してベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

2a

　平成23年２月から開催された研究開発事業に係る調達の在り方に関する連絡会議（関係府省）及び検証会議（関係法人）にお
いて、研究開発の特性に応じた調達の在り方について検討・情報共有を開始したところ。東日本大震災のため進捗が遅れている
が、平成23年度中を目途に、ベストプラクティスの抽出・実行を含め、合理的な調達の実現に向けた取組を開始する予定であ
る。
　また、文部科学省所管の８法人で設置した研究開発調達検討会合においても、ベストプラクティスの抽出・実行について、契
約額の適正化、競争性・透明性の向上等の具体策の検討を行っている。

07 組織体制の整備 管理部門の組織の見直し等 23年度から実施
　管理部門の組織の見直し及び一般管理費の縮減を図るとともに、その他の
部門についても統合等の組織の再編による効率化を図る。

2a

　平成23年度より第３期中期計画が開始したことに伴って、管理関係部署を総務部門に一元化することで業務の効率化を図って
いる。また、一般管理費については、財務会計、旅費計算のＩＴシステムの統合・更新や、構内ネットワークの合理化により保
守・運用等の経費を年間約48,000千円削減見込み。
加えて研究部署については、平成22年度までは理事長の下に20の部署が直属で設置されていたが、平成23年度よりこれら研究部
署を３部門・１センター体制に統合・再編した。また、共用装置の運用業務や研究拠点の運営業務については、外部ユーザーへ
の支援等を一括管理する中核機能部門に集約化することで、業務を効率化した。

23年度から実施

　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点
化する。特に、ナノテクノロジー関連研究については、理化学研究所との間
で効果的・合理的な研究推進の在り方を検討しつつ、より緊密な連携体制を
構築する。

2a

　研究プロジェクトについては、平成23年度より開始した第３期中期計画に於いて、「材料研究を牽引し共通的に必要となる技
術」、「ナノスケール特有の現象・機能を探索する挑戦的な研究」、「環境・エネルギー・資源等の地球規模の重要課題解決を
目指す研究」に重点化し、６領域30プロジェクトから３領域19プロジェクトへと整理統合した。（運営費交付金プロジェクト研
究開発費は、平成22年度5,251,163千円に対して平成23年度は4,928,121千円）また、平成22年９月に、理化学研究所との間で、
ナノテクノロジー関連研究について、効果的・合理的な研究推進の在り方等を検討するため、研究者レベルでの交流に加えて、
理事レベルの連絡会を設置。同連絡会を通じて、双方の研究テーマや研究の進捗状況に関する情報共有等行い、より緊密な連携
体制を構築している。

講ずべき措置

文部科学省 物質・材料研究機構

事務・事業

研究プロジェクトの重点化



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01

地震災害による被害の軽
減に関する研究開発及び
災害に強い社会の形成に
役立つ研究事業

03
気象災害・土砂災害・雪
氷災害等による被害軽減
に関する研究開発事業

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

04
雪氷防災研究センター新庄支所の
廃止

24年度中に実施
　雪氷防災研究センター新庄支所を廃止する。ただし、降雪実験関連施設に
ついては、耐用年数の範囲内で活用を図ることとする。

2a
　第３期中期目標及び中期計画（平成23年度～平成27年度）の記載に従って、平成24年度中に雪氷防災研究センター新庄支所を
廃止する予定。ただし、降雪実験関連施設については、耐用年数の範囲内で活用を図ることとする。

05
地震防災フロンティアセンターの
見直し

23年度中に実施
　神戸の地震防災フロンティアセンターを廃止し、その機能をつくば本所に
集約化する。

1a 　平成23年３月31日に廃止（運営費交付金の内数:58百万円の削減）。

06 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの
抽出と実行

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、
他の研究開発法人と協力してベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

2a

　平成23年２月から開催された研究開発事業に係る調達の在り方に関する連絡会議（関係府省）及び検証会議（関係法人）にお
いて、研究開発の特性に応じた調達の在り方について検討・情報共有を開始したところ。東日本大震災のため進捗が遅れている
が、平成23年度中を目途に、ベストプラクティスの抽出・実行を含め、合理的な調達の実現に向けた取組を開始する予定であ
る。
　また、文部科学省所管の８法人で設置した研究開発調達検討会合においても、ベストプラクティスの抽出・実行について、契
約額の適正化、競争性・透明性の向上等の具体策の検討を行っている。

講ずべき措置

事務所等の見直し

　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点
化する。特に、地震研究については、海洋研究開発機構との間での統合を念
頭に更に緊密な連携を進める。

2a

　研究プロジェクトについては、地震観測と火山観測業務を統合、地震防災フロンティア研究を廃止等を行い、第３期中期目標
及び中期計画（平成23年度～平成27年度）にて、「災害予測による防災への貢献」、「地震に強い社会基盤づくりへの貢献」及
び「効果的な社会防災システムの実現への貢献」など政策課題ごとの３研究領域への重点化を実施した（運営費交付金：237百万
円の削減）。また、地震研究については、海洋研究開発機構との間での統合を念頭に、地震・津波観測監視システムに係る観測
データ等の相互交換に関する協定書を平成23年３月１日に締結し、平成23年度より同協定に基づき両者の地震観測に係る伝送シ
ステムを統合して地震観測データについてリアルタイムで共有している。なお、平成23年３月11日の東北地方太平洋沖地震（東
日本大震災）の対応としては、地震観測網によって得られた情報の詳細を政府の地震調査委員会等へ適宜提供、３月23日に
「ALL311:東日本大震災協働情報プラットフォーム」を開設して各種地図・地理空間情報の配信や土砂災害等の災害情報等を配信
、４月17日に東日本大震災に関する研究活動、取り組みなどの緊急報告会を実施するなど重点的に取り組んでいる。

02
火山災害による被害の軽
減に関する研究開発事業

自己収入の拡大 23年度中に実施
　Eディフェンスの余剰スペースの貸出しを行うことにより、自己収入の拡
大を図る。

2a
　第３期中期目標及び中期計画（平成23年度～平成27年度）において、E－ディフェンスで震動実験をする際の相乗り実験を可能
にするなど外部利用メニューを充実させることを記載。また、E-ディフェンスの余剰スペースの貸出しについて、本年7月に公
募。

文部科学省 防災科学技術研究所

事務・事業

研究プロジェクトの重点化 23年度中に実施



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01
放射線安全・緊急被ばく
医療研究事業

02
放射線に関するライフサ
イエンス研究事業

03
放射線基盤技術と研究環
境の整備・管理

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

04 事務所等の見直し 那珂湊支所の廃止 22年度中に実施 　那珂湊支所を廃止し、その機能を本所（千葉市）に集約する。 1a 　平成22年度をもって、那珂湊支所については廃止、その機能を本所に集約した。

05 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの
抽出と実行

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、
他の研究開発法人と協力してベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

2a

　平成23年２月から開催された研究開発事業に係る調達の在り方に関する連絡会議（関係府省）及び検証会議（関係法人）にお
いて、研究開発の特性に応じた調達の在り方について検討・情報共有を開始したところ。東日本大震災のため進捗が遅れている
が、平成23年度中を目途に、ベストプラクティスの抽出・実行を含め、合理的な調達の実現に向けた取組を開始する予定であ
る。
　また、文部科学省所管の８法人で設置した研究開発調達検討会合においても、ベストプラクティスの抽出・実行について、契
約額の適正化、競争性・透明性の向上等の具体策の検討を行っている。

2a

　研究プロジェクトの重点化については、平成23年度より開始した第3期中期計画への移行に際し、基礎的研究として一定の成果
を得た「放射線治療に資する生体影響研究」を廃止し、226,394千円を削減。一方で、臨床応用を指向した「重粒子線を用いたが
ん治療研究」への重点化を行った。なお、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、放射線の影響を低減化するための実証
研究や緊急被ばく医療の充実に向けた研究体制整備等について重点化を検討しているところ。
　分子イメージング研究については、理研との整理・統合に向け平成22年12月以降、有識者、文科省、放医研及び理研の関係者
にて検討を進めてきたところ、放医研においては、平成25年度以降、疾患状態を把握するために不可欠な画像診断技術開発に特
化することとした。これに先行して、平成23年度より開始した第３期中期計画において、画像診断技術の開発・実用化に向けた
研究体制を構築し、既に36,694千円を削減したところ。さらに、平成23年度限りで、理研が優位性を有する一部の研究領域（化
合物合成反応に関する基礎研究）は廃止し、10,000千円程度を削減。

講ずべき措置

文部科学省 放射線医学総合研究所

事務・事業

研究プロジェクトの重点化 23年度中に実施
　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点
化する。特に、分子イメージング研究については、理化学研究所との間で整
理統合の検討を進める。



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01
収集・保管・展示・調査
研究事業

自己収入の拡大 22年度から実施
　寄付の拡大等を通じ、自己収入の拡大を引き続き行う。具体的には、企業
からの支援（協賛金等）の獲得、募金箱の設置のほか、「キャンパスメン
バーズ」等への加入者の増大などに取り組む。

2a

・平成22年度の各種自主事業の実施に際し、協賛金等を得ている（総額約1,274万円。平成21年度実績約901万円(特殊要因を除
く。)）。引き続き、協賛金等の獲得に努める。
・平成23年４月、新たに京都国立近代美術館「賛助会員」制度を発足させた。
・キャンパスメンバーズについては平成22年度中に８校加入し、年度末には64校となっており、さらに平成23年７月末現在で67
校に増加している。
・募金箱については新規に国立西洋美術館に設置した。（平成22年７月）

02 教育普及事業
キュレーター（学芸担当員）研修
の見直し

23年度中に実施
　ナショナルセンターとして、参加実績が低調であることにかんがみ、キュ
レーター研修の在り方を見直す。

2a

・キュレーター研修については、対象となる美術館のニーズや実態等を十分に踏まえるとともに、これまでの実施方法等を含
め、平成23年度中に見直しのための幅広い検討を行い、その結果に基づき、平成24年度から実施する（第三期中期計画（平成23
年度～平成27年度）に明記）。
　平成23年７月中旪に当該研修に関係する各都道府県教育委員会・美術館等379件に対して、研修形態や参加条件等を把握するた
めのアンケートを送付し、８月中旪の締め切りまでに192件の回答が得られた。現在、データの整理集計中であり、９月中旪まで
に取りまとめ、その結果を踏まえ、キュレーター研修の在り方についてさらに検討を行う。

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容（平成 措置状況 措置内容・理由等

03 取引関係の見直し
施設内店舗に係る競争的な入札制
度の導入等

24年度から実施
　施設内店舗用地の賃借について、より一層の鑑賞環境の向上と効率化のた
め、企画競争を導入するなど競争性と透明性を確保した契約方式とする。

2a

・国立西洋美術館（ミュージアムショップ）については、９月下旪から10月上旪に企画競争による入札公告等を実施し、平成24
年２月頃に業者の決定を予定している。
・国立国際美術館（ミュージアムショップ）については、６月下旪に企画競争による入札公告等を実施し、平成23年９月中に業
者の決定を予定している。
・東京国立近代美術館（ミュージアムショップ）及び京都国立近代美術館（ミュージアムショップ及びレストラン）について
は、平成24年度以降の企画競争の実施に向け，現行の賃借人と引き続き交渉中である。

04 制度の見直し 制度の在り方を検討 22年度から実施
　国の負担を増やさない形での事業の充実に向けて、制度の在り方を検討す
る。

2a
・「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）も踏まえ、文化庁の「国立文化施設等に関
する検討会」が平成22年12月に収蔵品等の充実に向けた取組等を内容とする論点整理を取りまとめたところであるが、引き続
き、国の負担を増やさない形での事業の充実に向けて、制度の在り方を検討していくこととしている。

文部科学省 国立美術館

事務・事業

講ずべき措置



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01 展覧事業

02 教育普及事業

03 調査研究事業

04 展示出版事業

05 情報公開事業

06 国際研究協力事業

07 研修事業

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

08 取引関係の見直し
施設内店舗に係る競争的な入札制
度の導入等

23年度から実施
　施設内店舗用地の賃借について、より一層の鑑賞環境の向上と効率化のた
め、企画競争を導入するなど競争性と透明性を確保した契約方式とする。

2a

　東京国立博物館（レストラン）については平成22年11月に、東京国立博物館黒田記念館（ミュージアムショップ）については
平成23年３月に、奈良国立博物館（レストラン、ミュージアムショップ）については平成22年12月にそれぞれ企画競争を複数社
の参加を得て実施し、平成23年４月から競争性と透明性を確保した契約方式に移行した。

　東京国立博物館本館（ミュージアムショップ）については、平成25年４月の建物貸付契約期間満了後に企画競争に移行する。

　京都国立博物館（ミュージアムショップ）については、平成26年４月の定期賃貸借契約期間満了後に企画競争に移行予定であ
り、京都国立博物館（レストラン）については、平常展示館が開館する平成26年度に向けて企画競争を実施するため、現契約者
と交渉中である。

09 制度の見直し 制度の在り方を検討 22年度から実施
　国の負担を増やさない形での事業の充実に向けて、制度の在り方を検討す
る。

2a
　「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定）も踏まえ、文化庁の「国立文化施設等に関
する検討会」が平成22年12月に収蔵品等の充実に向けた取組等を内容とする論点整理を取りまとめたところであるが、引き続
き、国の負担を増やさない形での事業の充実に向けて、制度の在り方を検討していくこととしている。

22年度から実施
　寄付の拡大等を通じ、自己収入の拡大を行う。具体的には寄付や賛助会員
等への加入者の増加、募金箱の設置、映画等のロケーションのための建物等
の貸与や会議・セミナーのための会議室の貸与等により引き続き取り組む。

2a

　寄付金の実績は、平成20年度１億2700万円、平成21年度１億3900万円、平成22年度１億4300万円と増加している。寄付金の拡
大に向けては、以下の通り新たに各施設に募金箱を設置するとともに、東京国立博物館において、平成23年度から寄付金のクレ
ジット決済を導入した。
【募金箱設置実績】
　・東京国立博物館：平成23年１月設置
　・京都国立博物館：平成23年４月設置
　・奈良国立博物館：平成23年３月設置
　・九州国立博物館：平成23年３月設置
　・奈良文化財研究所（平城宮跡資料館）：平成22年９月設置

　また、賛助会員等の加入者の増加については、ホームページ・広報誌等での紹介・募集や企業等への勧誘を実施し、賛助会員
の掲示も行っている。これらの取り組みにより賛助会員数は以下の通り、平成22年度は前年度に比べ27件増加している。
【賛助会員数実績】（平成21年度実績）
　・東京国立博物館　235件　（218件）
　・京都国立博物館　391件　（389件）
　・奈良国立博物館　　64件　（　56件）
　　計　　　　　　　　　　690件　（663件）

　さらに、建物等の貸与については、ホームページでの紹介、案内パンフレット（お茶室利用案内、建物撮影利用案内）等によ
る募集を実施しており、施設利用件数も以下の通り、平成22年度は前年度に比べ379件増加している。
【施設利用件数実績】（平成21年度実績）
　・東京国立博物館　538件　（341件）
　・京都国立博物館　　59件　（　35件）
　・奈良国立博物館　146件　（　59件）
　・九州国立博物館　321件　（250件）
　　計　　　　　　1064件　（685件）

講ずべき措置

文部科学省 国立文化財機構

事務・事業

自己収入の拡大



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01

各地域で中核的な役割を
担う校長・教員その他の
学校教育関係職員に対す
る研修

02
学校教育関係職員に対す
る研修に関する指導、助
言、援助

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

03 保有資産の見直し つくば本部 27年度中に実施
　つくば本部の土地について、平成26年度の購入完了後の国庫納付等を検討
する。

3
　つくば本部用地については、平成26年度に独立行政法人都市再生機構からの購入が完了することとなっており、購入完了後に
国庫納付等を検討することとしている。

04 東京事務所の廃止 23年度中に実施
　東京事務所（虎ノ門）を廃止し、その機能を他機関事務所の機能とともに
学術総合センターに集約化する。

1a

　東京事務所（虎ノ門）については廃止し、借上面積を縮減（312㎡→153㎡）した上で、平成23年４月より、他機関（国立特別
支援教育総合研究所、物質・材料研究機構、国立高等専門学校機構）とともに、学術総合センターに機能を集約化した。また、
集約化した他機関とともに、一部の消耗品、清掃及び廃棄物処理業務等については、共同契約を行っている。これらに伴い、施
設の年間維持管理にかかる経費を年間約24百万円削減できる見込みである。

05 研修・宿泊施設の管理 23年度から実施
　研修・宿泊施設の管理については全面的に民間委託を行い、経費を縮減す
る。

1a
　宿泊施設や研修施設の受付・貸出等の管理業務を新たに23年度から民間委託するとともに、これまで単年度で個別に発注して
きた建物清掃業務や警備業務などの維持管理等に係る各業務について、平成23年４月から３年間の包括的民間委託契約を締結
し、効率化、経費の節減を実現した。（23年度848万円の縮減）

事務所等の見直し

　原則として事業を自治体に移管することとし、国による実施が必要不可欠
なもののみ限定的に実施する。

2a

　国による実施が必要不可欠なもの、例えば、新成長戦略や学習指導要領の改訂を踏まえ実施するものなど国の政策として行う
研修（学校教育の情報化指導者養成研修、小学校における英語活動等国際理解活動指導者養成研修など）及び、地方において指
導法が十分定着しておらず指導者養成が必要な研修（外国人児童生徒等に対する日本語指導指導者養成研修など）に限定して実
施することとする。
　平成22年度実施の21研修を、23年度は16研修に精選した。これに伴い、23年度においては、延べ研修受講者（受講定員×研修
日数）を約８千人縮減するとともに、年間約31百万円の事業費が縮減できる見込みである。さらに、25年度は１研修を削減し15
研修とする。
　また、研修の内容等については、不断の見直しを図っていく。

講ずべき措置

文部科学省 教員研修センター

事務・事業

自治体への移管等 23年度から実施



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01 新技術創出研究事業

02 新技術の企業化開発事業

03 国際研究交流事業

日本科学未来館の直轄運営
22年度から実施
（実施済み）

　日本科学未来館については、科学技術広報財団への委託を取りやめ、直轄
運営とする（22年10月）。

1a ・措置済みである。

科学技術文献情報提供事業の民間
事業者によるサービスの実施

23年度から実施
　科学技術文献情報提供事業については、平成23年度中に引受け手となる事
業者の選定を開始し、平成24年度中に民間事業者によるサービスを実施す
る。

2a
・科学技術文献情報提供事業については、平成23年度中に引受け手となる事業者の選定を開始し、平成24年度中に民間事業者に
よるサービスを実施する。

電子情報発信・流通促進事業等の
一層の効率化

23年度中に実施

　科学技術情報連携活用推進事業、電子情報発信・流通促進事業、技術者継
続的能力開発事業、研究者人材データベース構築事業、バイオインフォマ
ティクス推進センター事業については、一層の効率化を図り、事業規模を縮
減する。

1a
・一部プログラムの終了やシステム開発・運用費の縮減により一層の効率化を図り、平成23年度予算において事業規模を大幅に
縮減した（前年度比△28.1％、1,367,459千円減（4,864,200千円→3,496,741千円））。

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

06 伊東研修施設 23年度中に実施 　伊東研修施設の持分所有権を処分し、売却収入を国庫納付する。 2a ・現在、売却手続中である。

07 与野宿舎、池袋宿舎 23年度以降実施
　与野宿舎、池袋宿舎については、現入居者が退去次第、速やかに国庫納付
の手続を開始する。

2a ・現在、入居者がいるため、退去次第速やかに、平成23年度中を目途に国庫納付の手続を開始する。

08 二番町事務所等７事務所の集約化
23年度を目途に
実施

　二番町事務所等７事務所については、平成23年度を目途に集約化し、コス
トを縮減する（年間1.6億円以上のコストダウンを実現する）。

2a
・平成22年11月に神田事務所を廃止した。
・残る６事務所については、東京本部とその近隣に集約することとし、平成23年度中に集約化を完了する。これにより、年間
164,755千円の賃料削減を実現する。

09 海外事務所の見直し 22年度中に実施
　パリ、北京の海外事務所を他の研究開発法人と共用化するなど、海外事務
所の廃止又は他機関事務所との共用化を更に進めるための検討を行い、具体
的な結論を得る。

1a
・パリ事務所については、宇宙航空研究開発機構及び日本原子力研究開発機構のパリ事務所と、次期賃貸借契約更新(平成26年2
月）を契機とした共用化をすることとし、具体的な協議を開始した。
・北京事務所については、平成23年4月から、理化学研究所北京事務所と会議室等の共用を開始した。

10
イノベーションブランチ岐阜の廃
止

22年度中に実施
（実施済み）

　イノベーションブランチ岐阜を廃止する（22年9月）。 1a ・措置済みである。

11
イノベーションプラザ等（19か
所）の廃止

23年度以降実施
　全国19か所に立地するイノベーションプラザ等について、自治体等への移
管等を進め、廃止する。

2a

・所有するプラザ（８か所）の施設については、自治体等への移管等を進めることを中期目標及び中期計画（平成19年度～23年
度）を変更して規定し、現在、自治体等と交渉中である。合意が得られ次第、自治体等への移管等を進め、廃止する。
・賃貸のサテライト（８か所）及びブランチ（３か所）については、現行実施中のプログラムが平成23年度末に終了した後、退
去する。これにより、賃料・光熱水料が19,230千円程度削減できる見込みである。

12 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの
抽出と実行

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、
他の研究開発法人と協力してベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

2a

　平成23年２月から開催された研究開発事業に係る調達の在り方に関する連絡会議（関係府省）及び検証会議（関係法人）にお
いて、研究開発の特性に応じた調達の在り方について検討・情報共有を開始したところ。東日本大震災のため進捗が遅れている
が、平成23年度中を目途に、ベストプラクティスの抽出・実行を含め、合理的な調達の実現に向けた取組を開始する予定であ
る。
　また、文部科学省所管の８法人で設置した研究開発調達検討会合においても、ベストプラクティスの抽出・実行について、契
約額の適正化、競争性・透明性の向上等の具体策の検討を行っている。

13 組織体制の整備 間接部門の整理統合等 22年度から実施
　間接部門を整理統合することにより経費の縮減を図るとともに、その他の
部門についても統合による効率化を図る。

2a
・事務管理経費縮減の一環として、平成22年度中に先端計測技術推進部、地域事業推進部及び研究支援部を廃止し、さらに、研
究機関監査室と監査室を統合した。
・この結果、年間約18,000千円経費の縮減を実現した。平成23年度以降についても、引き続き効率化を図っていく。

05
科学技術情報流通促進事
業

講ずべき措置

不要資産の国庫返納

事務所等の見直し

　政府における総合科学技術会議の在り方に関する見直しと並行して、事業
の優先度を明確化し、重点化を行う。特に、地域イノベーション創出総合支
援事業については平成25年度末までに、理科支援員等配置事業については平
成24年度末までに廃止する。

04
科学コミュニケーション
の推進事業

2a

・平成22年12月24日の総合科学技術会議にて決定された「諮問第11号『科学技術に関する基本政策について』に対する答申」に
沿って、戦略的創造研究推進事業の平成23年度戦略目標については、5つのうち4つをグリーンイノベーション、ライフイノベー
ションに資する目標とし、重点化を行った。
・地域イノベーション創出総合支援事業及び理科支援員等配置事業については、それぞれの期限までに廃止する。

　また、競争的資金制度の大括り化を徹底させ、トップダウン型の競争的資
金制度を統合する中で事業運営を効率化する。平成23年度予算については、
平成22年11月の事業仕分けの結果を踏まえ、競争的資金制度全体の要求の縮
減の中で適切に対応する。

1a
・平成22年度に６制度あったJSTの競争的資金制度を、平成23年度には3制度に半減させ、事業運営の効率化を進めた。平成23年
度予算については、概算要求額から△3.1％の縮減を実施している（2,664,219千円減（85,185,216千円→82,520,997千円））。

文部科学省 科学技術振興機構

事務・事業

事業の優先度の明確化、重点化、
競争的資金制度の大括り化の徹底

23年度から実施



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01 学術研究の助成
文部科学省との役割分担の見直し
等、競争的資金制度の大括り化の
推進

23年度中に実施

　事業遂行に関する文部科学省との役割分担の見直しや審査結果・進ちょく
評価結果に関する他機関との情報提供を通じた事業の効率的な遂行を実現す
る。
　また、科学研究費補助金制度については、本法人が公募・審査を行い、文
部科学省が交付を行っている「特別推進研究」、「若手研究（A・B）」につ
いては、本法人に一元化する。さらに、大括り化の検討を含め、効果的、効
率的な研究助成を実施する観点から研究種目を継続的に見直す。平成23年度
予算については、平成22年11月の事業仕分けの結果を踏まえ、競争的資金制
度全体の要求の縮減の中で適切に対応する。

2a
一部措置済

・科研費について、文部科学省との役割分担の見直しを行い、これまで本法人が公募・審査を行い、文部科学省が交付を行って
いた「特別推進研究」及び「若手研究（Ａ・Ｂ）」について、平成23年度に本法人に一元化した。（措置済み）
・上記の研究種目も含めて審査結果・進ちょく評価結果に関する他機関への情報提供を行い、引き続き事業の効率的な遂行を図
る。
・平成22年11月の事業仕分けの結果を踏まえ、文部科学省においては競争的資金の在り方について検討を行い、平成23年度予算
においては競争的資金制度全体について予算要求の縮減となる中、科研費については適切に対応した。（措置済み）
・研究種目については、文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会において検討を行っており、その検討状況を
もとに継続的に見直す。

02
学術の振興に関する調査
及び研究

ガバナンスの強化、センター研究
員への謝金支払の適正化、学術研
究動向調査研究の適正化

23年度から実施

　学術システム研究センターの組織運営について、外部有識者の登用等によ
るガバナンスの強化を図る。また、センター研究員への謝金支払について、
勤務実態を把握した上で支払う。学術研究動向調査研究に係る経費について
は、一律支給ではなく、計画書を踏まえて支給する。

1a

・平成22年12月に運営規程を改正して、センターの運営及び業務実施に関する重要事項を審議する「運営委員会」の委員の半数
程度を学会及び産業界等の外部有識者とすることを新たに定め、平成23年２月には新たな委員構成で運営委員会を開催した。こ
のように、センターの組織運営について多様な視点からの意見を反映できる体制を迅速に整備し、ガバナンスの強化を図った。
　また、ガバナンス強化の観点から、平成23年２月の運営委員会で、センター研究員の資格に「産業界の研究者」も含める等の
選考基準の見直しを行い、民間の研究機関を含む幅広い機関の外部有識者をセンター研究員に登用することとした。
・平成23年１月に謝金の支給に係る規程を改正し、センター研究員の勤務実態を把握した上で、謝金を支給することとした。
・学術研究動向調査研究に係る経費については、平成23年２月の運営委員会でその取扱いを審議し、一律支給を止め、実施計画
書を精査した上で研究費を支給することとした。

03

研究者養成のための資金
の支給、学術に関する国
際交流の促進等、その他
事業

事業の廃止・縮減を含めた整理合
理化

22年度から実施

　国際交流事業の廃止・縮減を含めた整理合理化など見直しを行う。特に、
外国開催国際研究集会派遣、拠点大学交流事業については平成22年度で廃止
する。アジア研究教育拠点事業等のアジア関係事業の統合・メニュー化、及
び、論文博士号取得希望者への援助の在り方については平成23年度中に検討
し、結論を得て、平成24年度から実施する。また、産学協力総合研究連絡会
議等の運営の在り方については平成22年度中に検討する。

2a
一部措置済

・外国開催国際研究集会派遣、拠点大学交流事業については平成22年度で廃止した。（措置済み）
・国際交流事業の整理・合理化などの見直しについては、平成23年5月に基本的な方向性を中間的に取りまとめた。
　これを受けて、先端研究拠点事業、アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業の３事業を統合し、対象
国・趣旨等別にメニュー化を図り、平成24年度の概算要求を実施する。また、論文博士号取得希望者への援助の在り方について
は、要件の厳格化を含め、事業内容の見直しを検討しており、その結果を平成24年度から反映させる。
・各産学協力委員会の設置継続審査を担当する産学協力総合研究連絡会議の委員について、平成22年度中に、産業界委員４名増
を図ることにより、学界と産業界の委員数が同数程度となるようその構成を見直し、学界・産業界のニーズに、より適切に応え
られるようにした。（措置済み）

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

04
一番町事務所、一番町第二事務所
の移転集約化

22年度以降実施
　一番町にある２か所の国内事務所について移転・集約化の可能性を検討す
る。

1a
・平成23年２月に、一番町にあった２つの事務所の集約化・合理化を行った。
　その結果、年間の賃貸料約２億円の節減を実現した。

05 海外事務所の見直し 22年度中に実施
　北京、バンコクの海外事務所を他の研究開発法人等と共用化するなど、海
外事務所の廃止又は他機関事務所との共用化を更に進めるための検討を行
い、具体的な結論を得る。

1a

・北京研究連絡センターについては、大学等との共同利用を推進した結果、平成23年４月より新たに１機関が加わり、７機関か
ら８機関に拡大した。
・日本学生支援機構と日本学術振興会のバンコク事務所については、それぞれ別の建物のスペースを賃借しているところである
が、22年度末に共用化について合意。現在、日本学生支援機構が入居している建物の一室に両法人が移転する方向で貸主側と交
渉中であり、調整が終了次第共用化を開始する。
・平成23年４月より宇宙航空研究開発機構バンコク事務所と会議室の共用を開始した。

事務所等の見直し

文部科学省 日本学術振興会

事務・事業

講ずべき措置



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01

新たな研究領域を開拓し
科学技術に飛躍的進歩を
もたらす先端的融合研究
の推進

02
国家的・社会的ニーズを
踏まえた戦略的・重点的
な研究開発の推進

03
最高水準の研究基盤の整
備・共用・利用研究の推
進

04
研究環境の整備・研究成
果の還元及び優秀な研究
者の育成・輩出等

委託業務の経費縮減 23年度中に実施
　植物科学研究事業及びバイオリソース事業については、平成21年11月の事
業仕分けの結果を踏まえ、より一層の効率的・効果的な実施に努めることと
する。

1a

○平成23年度予算において、研究体制の見直し等による効率化による削減を行った。
 ※植物科学研究事業　H22年度：1,248,435千円→H23年度：1,126,076千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（△122,359千円）
 ※バイオリソース事業　H22年度：3,126,277千円→H23年度：2,993,771千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（△132,506千円）

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

05 保有資産の見直し 板橋分所 23年度以降実施
　板橋分所については、当該分所が担っている機能の代替措置の検討を進
め、その結果を踏まえ資産の処分を検討する。

2a
○「板橋分所」においては、平成23年５月に理研内部の検討委員会「支分所等整理合理化検討委員会」を開催して、資産処分を
踏まえた代替措置など具体的な検討に着手した。なお、中期計画に記載した目標「板橋分所については、中期目標期間中に検討
し、所要の結論を得る。」を達成するべく、平成24年度末までに、結論を出す予定。

06 東京事務所の廃止 23年度中に実施
　東京事務所（丸の内）を廃止し、他法人の類似の事務所と共用化を実施す
る。

1a
○東京事務所（丸の内）については廃止し、平成23年３月末までに、原子力研究開発機構、海洋研究開発機構と同一のビル内に
移転し、一部会議室の共用化を図るなど、事務所に係る規模・経費を合理化して縮小した。なお、これに伴い事務所に係る経費
が年間△15,856千円縮減される見込み。

07 海外事務所の見直し 23年度から実施

　中国事務所について、平成22年度中に開設の認可が下りた場合、平成23年
度に準備室を廃止し、科学技術振興機構と共用の中国事務所を設置する。平
成22年度中に認可が下りない場合、平成23年度に現行の準備室の運用を廃止
し、科学技術振興機構の事務所の一部を活用する。

1a
○中国事務所については、平成22年12月に開設許可を受領したことにより、準備室を廃止して理化学研究所北京事務所を設置。
平成23年４月から、科学技術振興機構北京事務所との共用を開始した。

08 職員宿舎の見直し 借上宿舎数、自己負担率の見直し 23年度から実施
　職員宿舎の借上宿舎数、自己負担率の見直しについて、管理部門の経費を
縮減する観点から扱いを検討する。

2a
○借上宿舎数の制限、自己負担の見直しを図るべく、理研内部の検討委員会「住宅審査会」を平成23年３月に開催し、検討に着
手。検討結果を踏まえ、平成23年度中に具体的な改善策を定め、実行する。

09 SPring－８の業務委託見直し 23年度から実施
　SPring－８関連業務については、委託する業務の範囲や契約形態を見直
し、競争性を高めるなど、効率的・効果的な運営を図る。

1a

○委託業務については、SPring-8運営における委託業務の在り方について、公認会計士など外部有識者による検討委員会を設置
して総合的な評価を実施。その評価結果（平成22年12月付）を踏まえ、契約を分割して競争的環境の強化を図った。
　具体的には、競争性が見込まれる業務（建物・設備等の運転・保守業務、放射線管理補助業務）を個別に入札した。結果、そ
れぞれ複数応札となり、従前の一者応札であった契約者とは別の業者が落札した。

10
調達に係るベストプラクティスの
抽出と実施

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、
他の研究開発法人と協力してベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

2a

○ 平成23年２月から開催された研究開発事業に係る調達の在り方に関する連絡会議（関係府省）及び検証会議（関係法人）にお
いて、研究開発の特性に応じた調達の在り方について検討・情報共有を開始したところ。東日本大震災のため進捗が遅れている
が、平成23年度中を目途に、ベストプラクティスの抽出・実行を含め、合理的な調達の実現に向けた取組を開始する予定であ
る。
　また、文部科学省所管の８法人で設置した研究開発調達検討会合においても、ベストプラクティスの抽出・実行について、契
約額の適正化、競争性・透明性の向上等の具体策の検討を行っている。

11 人件費の見直し ラスパイレス指数の低減 22年度から実施
　管理職手当の見直し等によりラスパイレス指数を引き下げる取組を着実に
実施するとともに、人件費全体の抑制を更に図る。

2a

○平成22年８月人事院勧告並びに11月の閣議決定（「公務員の給与改定に関する取扱いについて」）を反映するため、平成22年
12月の期末手当を減額した。さらに、平成22年度中に全職員の本給を引下げ（△0.1％）るとともに、55歳を超える管理職に対し
ては本給の更なる引き下げ（△1.5％）及び役職手当の引下げ（△1.5％）を実施。また、期末手当における業績手当を平成22年
12月の期末手当を最後に廃止した。
　これら取組により、中期計画に記載したラスパイレス指数の引き下げ目標（平成22年度において120以下）については、達成済
み（平成22年度：113.9）であるが、引き続き、人件費全体の抑制を図っていく。

取引関係の見直し

　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点
化する。特に、分子イメージング研究については、放射線医学総合研究所と
の間で整理統合の検討を進める。また、ナノテクノロジー関連研究について
は、物質・材料研究機構との間で効果的・合理的な研究推進の在り方を検討
しつつ、より緊密な連携体制を構築する。また、委託業務については、費用
対効果を検証し、経費縮減を図る。

2a

○平成23年度予算にあたっては、理事長のガバナンスの下、事業を全般的に見直し、研究課題や研究チームの廃止（△1,682,014
千円）や業務効率化（△753,811千円）等削減を行った上で予算の重点化を行った。
（平成23年度予算 政府支出金ベース：88,194,542千円（前年比△3,673,284千円：前年比△4.0％））
○分子イメージング研究については、放医研との整理・統合に向け平成22年12月以降、有識者、文科省、放医研及び理研の関係
者にて検討を進めてきたところ、理研においては、第３期中期計画が始まる平成25年度以降、創薬候補となる化合物探索に不可
欠な技術開発に特化することとした。これに先行して、平成23年度限りで、放医研が優位性を有する一部の研究領域「高比放射
能関連技術研究（尐量で微細な生体反応の画像化を可能にする技術開発）（平成23年度予算：13,000千円）」は廃止する。
○ナノテクノロジー関連研究においては、平成22年９月に、理化学研究所と物質・材料研究機構における効果的・合理的な研究
推進の在り方等を検討するため、従来の研究者レベルの交流に加えて理事レベルの連絡会を設置。同連絡会を通じて研究テー
マ、進捗状況等に関する情報共有等行い、より緊密な連携体制を構築している。また、平成23年度限りで「次世代ナノサイエン
ス・テクノロジー研究（平成23年度予算：234,399千円）」を廃止する。
○委託業務については、SPring-8運営における委託業務の在り方について、公認会計士など外部有識者による検討委員会を設置
して総合的な評価を実施。その評価結果（平成22年12月付）を踏まえ、契約を分割して競争的環境の強化を図った。
　具体的には、競争性が見込まれる業務（建物・設備等の運転・保守業務、放射線管理補助業務）を個別に入札した。結果、そ
れぞれ複数応札となり、従前の一者応札であった契約者とは別の業者が落札した。

講ずべき措置

事務所等の見直し

文部科学省 理化学研究所

事務・事業

研究プロジェクトの重点化 23年度から実施



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01 衛星による宇宙利用

02 宇宙科学研究・宇宙探査

03 国際宇宙ステーション

04 宇宙輸送

05 航空科学技術事業

06 宇宙航空技術基盤の強化

07
JAXAi（広報施設）の運
営

廃止 22年度中に実施 　現行JAXAiを廃止する。 1a 平成22年12月28日に閉館した。原状回復のうえ、平成22年度末をもって賃貸借を終了した。

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

08 JAXAi（広報施設）の廃止 22年度中に実施 　現行JAXAiを廃止する。 1a 　平成22年12月28日に閉館した。原状回復のうえ、平成22年度末をもって賃貸借を終了した。

09 東京事務所の見直し 24年度中に実施
　効率化の観点から、東京事務所（丸の内）と大手町分室（丸の内）の整理
統合を実施する。

2a
　平成24年度末迄に東京事務所（丸の内）及び大手町分室（丸の内）について、整理統合を行い移転し、借上げ費用の一層の削
減を図る。

10 鹿児島厚生施設の廃止 22年度中に実施 　鹿児島厚生施設を廃止する。 1a 　平成23年２月に廃止し、原状回復のうえ、平成22年度末をもって賃貸借を終了した。

11 名古屋駐在員事務所の廃止 23年度中に実施 　名古屋駐在員事務所を廃止する。 1a 　平成22年度末をもって廃止し、原状回復のうえ、平成23年４月末をもって賃貸借を終了した。

12 海外事務所の見直し 22年度中に実施
　ワシントン、パリの駐在員事務所を他の研究開発法人の海外事務所と共用
化するなど、駐在員事務所の廃止又は他機関事務所との共用化を進めるため
の検討を行い、具体的な結論を得る。

1a

・パリの駐在員事務所については、科学技術振興機構及び日本原子力研究開発機構のパリ事務所と、次期賃貸借契約更新時（平
成26年５月）に共用化することとし、具体的な協議を開始した。
・ワシントン駐在員事務所については、日本原子力研究開発機構のワシントン事務所と、次期賃貸借契約更新時（平成27年３
月）に共用化することとし、具体的な協議を開始した。

13 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの
抽出と実施

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、
他の研究開発法人と協力してベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

2a

　平成23年２月から開催された研究開発事業に係る調達の在り方に関する連絡会議（関係府省）及び検証会議（関係法人）にお
いて、研究開発の特性に応じた調達の在り方について検討・情報共有を開始したところ。東日本大震災のため進捗が遅れている
が、平成23年度中を目途に、ベストプラクティスの抽出・実行を含め、合理的な調達の実現に向けた取組を開始する予定であ
る。
　また、文部科学省所管の８法人で設置した研究開発調達検討会合においても、ベストプラクティスの抽出・実行について、契
約額の適正化、競争性・透明性の向上等の具体策の検討を行っている。

14 人件費の見直し ラスパイレス指数の低減 22年度から実施
　管理職手当の見直し等によりラスパイレス指数を引き下げる取組を着実に
実施するとともに、人件費全体の抑制を更に図る。

2a

　事務・技術職員のラスパイレス指数を平成22年度において120以下とするという中期計画における目標は1年前倒しで達成した
が（平成21年度の事務・技術職員のラスパイレス指数は119.1）、さらに平成22年度においても次の取組を実施しラスパイレス指
数を引き下げた（平成21年度 119.1→平成22年度 118.6）。

①地域調整手当の支給割合の引下げを平成21年度より段階的に実施し、今年度当初より半減した。
【参考】調布10%→５%、東京都特別区12%→６%
②国と同様に支給されている特地勤務手当に準ずる手当（種子島：６%、臼田：５%）を、平成21年度より段階的に減額し、平成
22年度限りで廃止
③管理職について、国に比べて期末手当支給月数の0.15月削減
（６月期0.045月削減、12月期0.105月削減）

　平成23年度は、諸手当の見直しにより事務・技術職員のラスパイレス指数が118.6を下回るよう努めるとともに、平成24年度以
降も人件費全体の抑制について継続して取り組むよう一層努める。

講ずべき措置

事務所等の見直し

　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点
化する。特に、航空機技術に関する開発事業については、安全や環境に関連
するものへの重点化を進める。飛行船関連事業については廃止する。また、
研究の実施に際し資金調達を多様化するなど、民間資金を一層活用する具体
的方策について検討する。また、後年度の資金計画及び平成23年度予算につ
いては、平成22年11月の事業仕分けの結果（「資金計画の見直し」及び「予
算要求の縮減」）を踏まえ、適切に対応する。

2a
一部措置済

○優先度を踏まえた事業の整理統合については、先行的研究と萌芽的研究の２つの基礎研究プログラムを整理統合し、予算規模
を縮小した（平成23年度予算：400百万円、平成22年度予算：414百万円）。

○研究プロジェクトの重点化については、宇宙基本計画（平成21年9月　宇宙開発戦略本部決定）を踏まえつつも、平成23年度に
おいては概算要求段階で、国際宇宙ステーション計画等の国際協力上重要なプロジェクトや、小惑星探査等の我が国が強みを持
つ分野のプロジェクトに優先的に取り組むこととし、予定されていた新規プロジェクトは小惑星探査機「はやぶさ２」を除き全
て着手を見送った。
　【参考】着手を見送った新規プロジェクト
　・月周回衛星SELENE 2
　・小型科学衛星2号機
　・次世代赤外線天文衛星SPICA　　　等

○航空機技術に関する研究開発事業については、安全や環境に関連する分野への一層の重点化のための検討を進めてきたとこ
ろ。平成23年度については、福島第一原発事故対応への実験機を用いた支援を優先した。平成24年度以降については、平成23年
夏を目途に方向性を定め、安全や環境に関連する分野への重点化を実施する。

○飛行船関連事業については、平成22年度末をもって廃止した。（措置済み）

○民間資金を一層活用する具体的方策については、衛星運用に民間資金を活用する方策として、平成23年４月から陸域観測技術
衛星「だいち」（ALOS）の観測運用やデータ処理・提供を民間事業者が実施する仕組み（パブリック・プライベート・パート
ナーシップ：PPP）を開始した。（これによりデータ利用市場の拡大によるJAXAへのロイヤリティ収入の拡大の他、運用経費の縮
減が期待されたが、「だいち」については平成23年５月に運用終了。今後は、これまで蓄積されたアーカイブデータの活用を
図っていく予定。）
　衛星運用に係るPPPについては、「だいち」での経験と実績を踏まえた上で、今後の衛星へも適用すべく検討を行う。

○事業仕分け（平成22年11月）結果への対応については、平成23年度予算については衛星運用費の削減や維持運営費の効率化、
事業の見直し等による予算縮減を行うことで、平成22年度予算水準である1,866億円まで抑制した（前年度補正予算を含む）。さ
らに、後年度の資金計画についても、事業仕分け（平成22年11月）結果を踏まえ対応する。

文部科学省 宇宙航空研究開発機構

事務・事業

研究プロジェクトの重点化
民間資金の一層の活用

23年度から実施



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01
ナショナルスタジアムの
運営・提供等に関する業
務

自己収入の拡大 23年度中に実施 　代々木競技場の売店設置料金に売上比例方式の導入を図る。 2a 　23年度中の導入に向けて、施設利用規程を整備中。

02
国際競技力向上のための
研究・支援等業務

自己収入の拡大 23年度中に実施 　西が丘サッカー場の命名権の売却や固定広告物の掲示等の導入を図る。 2a 　23年度中の命名権及び固定広告物を掲示する権利の包括的な売却に向けて、売却のための公募を準備中。

03 スポーツ振興投票業務

04 スポーツ振興基金等業務

05
災害共済給付業務、学校
安全支援業務

学校安全支援業務のうち、食の安
全課が行う業務は原則として廃止

23年度中に実施

　学校安全支援業務のうち、食の安全課が行う業務は廃止する。検査・研修
施設も廃止する。ただし、実際に食中毒が発生した場合に係る業務は、保健
所や関係機関等と調整を行いつつ、必要最小限の機能については同一法人内
の他部局等へ移管・統合する（ただし、へき地における食に関する支援事業
については24年度末までに実施する。）。

2a
　23年度中に業務及び施設を廃止する。併せて、実際に食中毒が発生した場合に係る業務は、必要最小限の機能については同一
法人内の他部局へ移管・統合する。
　へき地における食に関する支援事業については、24年度まで同部局において実施する。

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

06 不要資産の国庫返納 検査・研修施設 24年度中に実施 　検査・研修施設（阿佐谷）については国庫納付する。 2a 　24年度中の国庫納付に向けて、土地・建物に関する調査に着手した。

07 事務所等の見直し 海外事務所の見直し 24年度中に実施
　ロンドンオリンピック終了後の業務縮小に伴い、他機関事務所との共用化
を含め、海外事務所の在り方を検討する。

3
　24年度中に、ロンドンオリンピック終了後の業務縮小に伴い、他機関事務所との共用化を含め、海外事務所の在り方を検討す
る。

22年度から実施 　引き続き事業の効果的・効率的な実施を図る。 2a
　22年度は、スポーツ振興投票業務については、銀行と連携したインターネット経由の販売やコンビニエンスストア網を活用し
た販売を進め、事業の効果的・効率的な実施を図った。また、助成の審査対象項目を整理するなど効率化の取組を行った。
　23年度は、助成手続の簡素化を進め、更なる効率化を図る。

講ずべき措置

文部科学省 日本スポーツ振興センター

事務・事業

事業の効果的・効率的な実施



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01
芸術文化活動に対する支
援

02
伝統芸能の公開及び現代
舞台芸術の公演

03
伝統芸能の伝承者の養成
及び現代舞台芸術の実演
家その他の関係者の研修

04

伝統芸能及び現代舞台芸
術に関する調査研究の実
施並びに資料の収集及び
活用

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

05 制度の見直し 制度の在り方を検討 22年度から実施
　国の負担を増やさない形での事業の充実に向けて、制度の在り方を検討す
る。

2a
　「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）も踏まえ、文化庁の「国立文化施設等に関す
る検討会」が平成22年12月に論点整理を取りまとめたところであるが、引き続き、国の負担を増やさない形での事業の充実に向
けて、制度の在り方を検討していくこととしている。

06 組織体制の整備 運営体制の在り方の検討 23年度中に実施
　新国立劇場及び国立劇場おきなわについて、新国立劇場運営財団及び国立
劇場おきなわ運営財団への委託が実施されているが、法人が直営する場合と
の比較を含め、将来の運営体制についての検討を行い、結論を得る。

1a

・平成23年４月以降、「新国立劇場及び国立劇場おきなわの運営の在り方に関する検討会」を開催し、新国立劇場及び国立劇場
おきなわのに関する今後の運営形態その他の運営の在り方について有識者により議論
・その成果として、同年６月、現行の運営体制（財団法人への運営委託）を維持することを基本としつつ、必要な業務改善に努
めるべきことについて「論点整理」として提言
・今後、政府全体の独法制度・組織の見直しの方向性を注視しつつ、必要に応じ、現行の運営体制の妥当性についてさらに検討
する予定

　事業の優先度を踏まえ、伝統芸能伝承者養成事業への重点化を行う。 2a

　平成22年度から平成23年度にかけて運営費交付金全体が削減される中で（平成22年度：10,570,054千円、平成23年度：
10,276,649千円（▲293,405千円））、事業の優先度を踏まえ、平成22年11月にユネスコ無形文化遺産として登録された沖縄の組
踊について、新たに既成者研修を開始する（平成23年度：新規事業規模約2,500千円）など、伝統芸能伝承者養成事業への重点化
を行った。

自己収入の拡大 23年度中に実施 　自己収入の拡大を図るため、引き続き寄付金収入の増加等に取り組む。 2a

　寄付金収入の増加等を図るため、事業への支援の獲得、公演の入場料、施設貸付の増大等に引き続き努力する。

・寄付金増額への取組
　一定以上の寄付者についてホームページ、「日本芸術文化振興会ニュース」に記載するとともに、寄付制度の周知を図った。
また、信託銀行と提携し、社会貢献活動に取組む団体への寄付を目的とした「社会貢献寄付信託（文化分野）」を開始した。
・公演への支援・協力獲得
　文化庁芸術祭受託・協賛、鑑賞教室公演への自治体・旅行社の後援・協力等の他、｢声明（しょうみょう）公演｣での「東京文
化発信プロジェクト」主催団体との共催（平成22年9月）、民俗芸能公演での公益信託荘内銀行ふるさと創造基金の後援（平成22
年11月）、琉球芸能公演への３社特別協賛（平成23年３月）等
・公演入場料の増大
　歌舞伎、文楽等での上演演目の充実（新歌舞伎、復活、通し、上演機会の尐ない優秀作品の上演等）、在日大使への国立劇
場・伝統芸能の広報（大使、文化担当官の招待・レセプションを22年度に２回実施）、観客ニーズの対応した大劇場の歌舞伎公
演の座席等級や、演芸場料金の見直し。ホームページのリニューアルによる提供情報の充実、小学生用「かぶきの本」、組踊普
及広報用DVD作成、配布

文部科学省 日本芸術文化振興会

事務・事業

事業の優先度を踏まえた重点化 23年度中に実施

講ずべき措置



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01 奨学金貸与事業 減額返還制度の導入 22年度中に実施 　経済的理由による返還猶予者に対し、減額返還の仕組みを導入する。 1a
　22年12月に関係法令（政令等）を改正し、23年１月から減額返還の仕組みを導入し、23年１月から８月末日までに1,863人の承
認を行った。

留学生宿舎等（国際交流会館等）
の設置・運営の廃止

23年度中に実施 　大学・民間等への売却を進め、平成23年度末までに廃止する。 2a
　23年度末までに事業を廃止するため、大学等関係団体に売却に向けた協議を進めているところ。また、並行して地権者との協
議を進め、23年４月に売却手続きを開始する旨を機構ホームページで公告し、５月に大学等に通知するなど、大学等を対象に一
般競争入札等による売却準備を行っており、準備が整った留学生宿舎（国際交流会館等）から順次入札公告を開始した。

留学情報センターの廃止 22年度中に実施 　留学情報センター（東京・神戸）は廃止する。 1a 　22年度末に留学情報センター（東京・神戸）を廃止。

私費外国人留学生学習奨励費の見
直し

23年度中に実施
　成果検証を厳しく行うとともに、渡日前の予約採用の拡充を図る。さら
に、留学生借り上げ宿舎支援事業等を統合し、奨学金を中心とした私費外国
人留学生等奨励費給付事業として運営する。

2a

　私費外国人留学生学習奨励費の成果検証を行うため、21年度学習奨励費受給者のうち最終年次者の進路状況調査（22年６月実
施、22年８月取りまとめ）及び22年度学習奨励費活用状況等調査（22年11月実施、23年5月取りまとめ）を実施した。調査結果に
ついては、23年度に設置する学習奨励費給付事業成果検証委員会において分析し、事業の成果検証を行い、23年中を目処に検証
結果を得る予定。
　また、渡日前の予約採用の拡充について、22年度に、渡日前入学許可で大学等に入学する者で、大学等から成績優秀者として
推薦を受けた者を予約者とする新たな制度を設置し、23年４月入学者から対象とした（大学推薦渡日前入学者枠（春入学）：560
名）。引き続き、23年度秋季入学者を対象とした予約者の推薦依頼を大学等に通知し、渡日前の予約採用の拡充を図ることとし
ている（大学推薦渡日前入学者枠（秋入学）：340名予定）。
　なお、留学生借り上げ宿舎支援事業については、23年度から、私費外国人留学生学習奨励費の予約者及び採用者を優先して支
援する方法に改め、私費外国人留学生学習奨励費の推薦時期に併せて募集を行っている。

学生支援情報データベースの廃止 22年度中に実施 　学生支援情報データベースを廃止する。 1a 　22年12月に学生支援情報データベースを廃止。

冊子「大学と学生」の廃止 22年度中に実施 　冊子「大学と学生」を廃止する。 1a 　22年度末に冊子「大学と学生」を廃止。

研修事業の重点化、有料化 23年度中に実施
　研修事業については、真に必要な研修会に厳選するとともに研修の有料化
を検討する。

2a
　機構に設置した外部有識者より構成される「学生生活支援事業のあり方に係る有識者会議」による検討結果を踏まえ、23年３
月30日に取りまとめた今後の研修事業の在り方に関する方向性に基づき、カリキュラム等の研修内容や受講料等について具体の
検討を行っているところであり、23年度中に結論を得る。

各種調査の重点化 23年度中に実施
　各種調査については、厳選・分類し、当該調査を必要とする事業の一環と
して実施する。

2a 　機構内で各種調査の厳選・分類に向けた検討を行っており、実施時期・公表時期等を含め23年度中に結論を得る。

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

04 国際交流会館等 23年度以降実施
　国際交流会館等（13か所）の譲渡により生じた収入の額は、政府支出の比
率に応じて国庫納付する。

2a 　譲渡による収入の発生時期に基づき措置する予定。

05 職員宿舎 23年度以降実施
　職員宿舎（７か所）については、真に必要な宿舎以外のものは売却を検討
する。売却収入については、国庫納付する又は貸倒引当財源に係る国庫の負
担軽減に資する形で活用をする。

2a

　閉鎖した宿舎のうち高円寺宿舎（東京都杉並区）については、奨学金貸与事業の貸倒引当金充当に必要な額以上での売却の見
込みが立ったため、23年３月に売却・引渡を実施した。他の閉鎖した宿舎（豊田（東京都日野市）、百合丘第二・第三（神奈川
県川崎市）、鳴子（愛知県名古屋市）、香里（大阪府枚方市））についても、売却に向けた作業を進めている。23年１月12日に
は、対象となる職員宿舎について機構ホームページに掲載し、購入希望者の情報を入手できるよう問い合わせ窓口を明示した。
　また、職員宿舎（田代（愛知県名古屋市）、さつき（大阪府枚方市））については、借り上げ宿舎も含めた在り方の具体的な
検討を行い、23年度末に閉鎖することを決定。

06 市谷事務所の在り方を検討 24年度中に実施
　市谷事務所の在り方については、国際交流会館等の廃止、経済合理性等を
勘案しつつ、検討し、一定の結論を得る。

2a
　市谷事務所の在り方については、経済合理性等を勘案しつつ、施設及び設備に関して都内事務所等の集約化を含めて検討し、
引き続き必要な調査を行い、保有形態等の方向性について調整を図り、24年度中に得る結論を踏まえ、必要となる施設の整備を
推進する。

07 海外事務所の見直し 22年度中に実施
　バンコク事務所を日本学術振興会と共用化するなど、海外事務所の廃止又
は他機関事務所との共用化を進めるための検討を行い、具体的な結論を得
る。

1a
　日本学生支援機構と日本学術振興会のバンコク事務所については、それぞれ別の建物のスペースを賃借しているところである
が、22年度末に共用化について合意。現在、日本学生支援機構が入居している建物の一室に両法人が移転する方向で貸主側と交
渉中であり、調整が終了次第共用化を開始する。

08
東海北陸支部（分室）の在り方を
検討

23年度以降実施 　東海北陸支部（分室）について、廃止も含めて検討する。 2a
　東海北陸支部（分室）（愛知県名古屋市）については、支部事務所の見直し状況等を踏まえつつ、廃止も含めて対処方針の検
討を行い、23年度中に在り方の結論を得る予定。

文部科学省 日本学生支援機構

事務・事業

保有資産の見直し

事務所等の見直し

講ずべき措置

02 留学生支援事業

03 学生生活支援事業



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01 地球環境変動研究

02
地球内部ダイナミクス研
究

03
海洋・極限環境生物圏研
究

04
海洋に関する基盤技術開
発

05
深海地球ドリリング計画
推進

06
地球シミュレータ計画推
進

07

科学技術に関する研究開
発又は学術研究を行う者
等への施設・設備等の共
用

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

08 東京事務所の廃止 23年度中に実施 　東京事務所（西新橋）を廃止し、他法人の類似の事務所と共用化する。 1a
　東京事務所（西新橋）については廃止し、平成23年３月末までに、日本原子力研究開発機構、理化学研究所と同一のビル内に
移転し、一部会議室の共用化を図るなど、事務所に係る規模・経費を合理化して縮小した。その結果、経費が１年当たり63,423
千円削減された。

09 海外事務所の見直し 22年度中に実施
　ワシントン事務所について、廃止又は規模縮小及び他の研究開発法人との
共用化を進めるための検討を行い、具体的な結論を得る。

1a 　ワシントン事務所については、平成23年３月末に廃止した。その結果、経費が１年当たり29,060千円削減された。

10 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの
抽出と実施

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、
他の研究開発法人と協力してベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

2a

　平成23年２月から開催された研究開発事業に係る調達の在り方に関する連絡会議（関係府省）及び検証会議（関係法人）にお
いて、研究開発の特性に応じた調達の在り方について検討・情報共有を開始したところ。東日本大震災のため進捗が遅れている
が、平成23年度中を目途に、ベストプラクティスの抽出・実行を含め、合理的な調達の実現に向けた取組を開始する予定であ
る。
　また、文部科学省所管の８法人で設置した研究開発調達検討会合においても、ベストプラクティスの抽出・実行について、契
約額の適正化、競争性・透明性の向上等の具体策の検討を行っている。

11 人件費の見直し ラスパイレス指数の低減 22年度から実施
　管理職手当の見直し等によりラスパイレス指数を引き下げる取組を着実に
実施するとともに、人件費全体の抑制を更に図る。

2a

　平成22年度に、国家公務員の給与改定に準じ、本給の引き下げ、期末手当の支給月数の引下げ等を実施するとともに、管理職職員数を削
減した。また、平成22年度に特別昇給を廃止し、平成23年度より人事評価による抑制的昇給制度を導入した。この結果、中期計画では事務・
技術職員の給与については平成22年度におけるラスパイレス指数を116.4未満としているところ、平成22年度の実績として114.1を達成してお
り、今後とも更なるラスパイレス指数の低減に向けた措置を実施する予定。なお、給与水準の適正化に向けた措置については、監事監査規
程等に基づく監事による監査、独法評価委員会の事後評価においてチェックを受けており、検証や取り組みの状況についても公表している。

事務所等の見直し

　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点
化する。特に、次世代モデル研究については見直しを行う。また、地震研究
については、防災科学技術研究所との統合を念頭に、更に緊密な連携を進め
る。さらに、プレカンブリアンエコシステムラボユニットに関する研究につ
いて、その内容を見直す。

2a

　機構が実施する研究プロジェクトについては、成果の社会的利用を見据えた形で、重点化を図った。具体的には、これまで実
施してきた深海無人探査機の技術開発について、長距離用燃料電池システム、高強度浮力システム、高強度ケーブル等の要素技
術開発を廃止し、海洋資源探査に特化した技術開発を行うことに重点化することにより、670,635千円を削減した。
　５～10年先に予想されるコンピュータ性能の向上を見越した次世代モデル研究については、これを廃止し、これまでに得られ
た成果を地球温暖化予測研究に集約化し、科学的信頼性の高い局地的な温暖化評価に必要となる気候・環境予測に関するモデル
開発を行う内容に見直した。その結果、14,507千円を削減した。
　また、プレカンブリアンエコシステムラボユニットについては、内容を大幅に見直し、地球内部の活動が地球環境に与える影
響等の地質学的な研究を廃止し、深海底の微生物とその生息環境に関する生物学的な観点からの研究に重点化する。その結果、
12,638千円を削減した。
　さらに、地震研究については、防災科学技術研究所との統合を念頭に、地震・津波観測監視システムに係る観測データ等の相
互交換に関する協定書を平成23年３月１日に締結し、平成23年度より同協定に基づき両者の地震観測に係る伝送システムを統合
して地震観測データについてリアルタイムで共有している。

23年度中に実施
　深海地球ドリリング計画推進及び地球内部ダイナミクス研究については、
平成21年11月の事業仕分けの結果を踏まえ、より一層の効率的・効果的な実
施に努めることとする。

1a

　地球内部ダイナミクス研究については、平成21年度の事業仕分けを受け、人件費等の固定経費を除いた研究費について半減と
し、平成22年度要求額より202,141千円を削減したところ。また、平成22年度の指摘を受け、研究費のさらなる削減を図り、平成
23年度要求額より19,988千円を削減した。（平成23年度予算額は、平成21年度予算額と比較して、248,678千円を削減）
　深海地球ドリリング計画推進については、平成21年度の事業仕分けを受け、日米を中心とする24カ国が参加する国際約束（統
合国際深海掘削計画）に反しない範囲で運航関連経費などを削減し、平成22年度要求額より539,014千円を削減したところ。ま
た、平成22年度の指摘を受け、同国際約束の履行に支障のない範囲で、国内研究者に対する支援体制を見直すとともに、外国人
掘削要員から人件費単価の安い日本人掘削要員への変更をより一層進めるなどにより、平成23年度要求額より202,569千円を削減
した。（平成23年度予算額は、平成21年度予算額と比較して、1,862,134千円を削減）

文部科学省 海洋研究開発機構

事務・事業

研究プロジェクトの重点化

23年度から実施

講ずべき措置



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01
国立高等専門学校の設
置・運営

国立高等専門学校の高度化再編 22年度から実施
　各地域のニーズや入学志願者の動向等を踏まえた上で、個々の高等専門学
校の自主性・自律性等を尊重しつつ、引き続き国立高等専門学校の高度化再
編の可能性を検討する。

2a

　各高専において所在地域の自治体や企業等のニーズを懇談会やアンケート、ヒアリング等により把握しており、地域産業にか
かわる新分野や融合複合新分野への展開を期待する声が大きい。
　入学志願者の動向について、全体の志願倍率は1.83倍と前年度とほぼ変わらず、最も低い高専で1.04倍で、当該高専の所在す
る都道府県の公立高校の平均倍率1.06倍と同程度であった。
　以上を踏まえ、より地域のニーズに適合するよう、学科の再編を含め高度化再編の可能性について検討を行っており、平成23
年度中を目処に今後の国立高等専門学校の在り方のビジョンについて中間的なとりまとめを行うこととしている。

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

02 事務所等の見直し 東京事務所の廃止 23年度中に実施
　東京事務所（田町）を廃止し、その機能を他機関事務所の機能とともに学
術総合センターに集約化する。

1a

　東京事務所（田町）については４月30日をもって廃止し、借上面積を縮減した上で（152㎡→141㎡）、平成23年４月25日より
他機関（物質・材料研究機構、教員研修センター、国立特別支援教育総合研究所）とともに、学術総合センターに機能を集約化
した。また、集約化した他機関とともに、一部の消耗品、清掃及び廃棄物処理業務等については、共同契約を行っている。
　これらに伴い、施設の維持管理にかかる経費を年間2,800千円程度削減見込み。

03 保有資産の見直し 研修・宿泊施設の売却 23年度中に実施
　長野工業高専黒姫団地、鳥羽商船神奈川団地を売却する。ただし、後援会
からの寄付により取得した経緯に留意しつつ、売却収入の扱いについては検
討する。

2a 　当該施設について、平成23年度中の売却に向けて寄附者と調整を行っている。

04 職員宿舎の見直し 借上宿舎に係る上限額の設定 23年度中に実施
　借上宿舎に係る上限値の設定について、管理部門の経費を縮減する観点か
ら扱いを検討する。

1a
　平成22年度中に民間借上宿舎に係る月額賃料の上限値を単身宿舎６万円、世帯宿舎10万円（東京23区内は単身宿舎８万円、世
帯宿舎12万円）と設定し、独立行政法人国立高等専門学校機構宿舎取扱要領の所要の改正を行い、平成23年４月１日から施行し
た。

文部科学省 国立高等専門学校機構

事務・事業

【資産・運営等の見直し】

講ずべき措置



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01

認証評価事業
（大学等の教育研究等の
総合的状況に関する評
価）

民間評価機関による事業実施の検
討

22年度以降実施

　民間評価機関による事業の実施に向けて、関係者の意見調整を図り、考え
方を整理する。平成23年度から評価手数料を引き上げ、他の事業との経費を
区分して収支を明らかにすることで、民間評価機関とのイコールフッティン
グを図る。

2a

・関係者間で意見調整を図った結果、現状では直ちに民間の評価機関のみで評価の実施を行うのは困難であり、民間評価機関の
みで適切に評価の実施がなされる環境の整備のため、本機構及び民間認証評価機関との連携・協力を行っていくことが必要との
結論を得た。これを受けて、本機構及び民間認証評価機関からなる、「認証評価機関連絡協議会」を本年１月に設置し、検討を
進めている。
・23年度から民間認証評価機関の手数料に準ずるよう評価手数料を引き上げた（１学部当たり30万円→35万円、１研究科当たり
20万円→35万円）とともに、24年度概算要求に向けては、民間認証評価機関の会費を考慮した評価手数料引上げを検討中であ
り、運営費交付金については、民間評価機関とのイコールフッティングを図る観点から、25年度を目途として機関別認証評価事
業に計上しないよう取組みを進める。

02

認証評価事業
（専門職大学院の教育研
究活動等の状況に関する
評価）

民間評価機関による事業実施の検
討

22年度中に実施
　民間評価機関を含む関係者による公開の検討の場を設け、対応を検討し、
結論を得る。

1b

　民間評価機関を含む関係者による検討会議「独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う認証評価事業（専門職大学院の教育
研究活動等の状況に関する評価）の民間評価機関による事業実施に関する検討会議」を本年３月に設置し、検討を進めたとこ
ろ、６月、現状では直ちに民間の評価機関のみで評価の実施を行うのは困難であり、民間評価機関のみで適切に評価の実施がな
される環境の整備のため、本機構及び民間認証評価機関との連携・協力を行っていくことが必要との結論を得た。これを受け、
今後、本機構及び民間認証評価機関からなる、「認証評価機関連絡協議会」等において、法科大学院関係者とも連携を図りなが
ら、民間評価機関のみで適切に評価の実施がなされる環境の整備のための検討を行うこととしている。（震災の影響で一時中断
したため、結論を得る時期に遅れが生じた。）

機構が業務を独占しない評価の在
り方の検討

22年末までに実
施

　機構が業務を独占しない評価の在り方について対応を検討する。 1a

・閣議決定については、関係評価機関から実現に向けた諸課題が指摘されたことを踏まえ、連携・共同によるノウハウの共有・
蓄積等を通じ、競争的な環境の形成を図るために、認証評価機関と機構との間による研究会の設置を昨年末までに決定し、本年
２月に発足。
・現在、本研究会において国立大学法人評価に係る教育研究評価の連携・共同の具体的な制度設計等の議論を進めている。これ
までに、国立大学法人評価への認証評価機関からの参画について、認証評価機関との合意が得られ、その上で、認証評価結果の
国立大学法人評価への活用について、具体の方法等を例示し議論を深めており、これらについて、平成23年度末を目途に一定の
結論を得る予定。

運営体制の見直し 23年度から実施 　運営体制の見直し（人員減）等により事業費を縮減する。 2a
　業務の効率化、人員削減等の実施・運営体制の見直しにより、事業費の縮減を行い、23年度予算に反映。（Ｈ22年度予算
214,155千円→Ｈ23年度予算 67,512千円[対前年度比△146,643千円、△68.5％]）

04 学位授与事業 自己収入の拡大 23年度から実施
　省庁大学校の課程修了者に対する学位授与については、国費を投入しな
い。

1a
　省庁大学校の課程修了者に対する学位授与の経費については、事業の効率化を図り、収支均衡を実現し、23年度から国費を投
入しない形での事業実施を開始。（Ｈ22年度予算 39,631千円(うち運営費交付金7，282千円)→Ｈ23年度予算 31,335千円(うち運
営費交付金０円)[対前年度比△8,296千円(△20.9％)]）

05 調査及び研究 事業の効果的・効率的な実施 22年度から実施 　引き続き事業の効果的・効率的な実施を図る。 2a

　22年度中に、更なる事業の効果的・効率的な実施に向けて対応を検討し、高等教育の質保証の観点から横断的・融合的な研究
開発を推進し、その研究成果の事業への反映を図るため、23年度から「評価研究部」と「学位審査研究部」を統合し「研究開発
部」に改組。さらに本機構の喫緊の研究課題に迅速かつ適切に対応するため、教員及び事務職員による協働組織として企画室を
設置した。（関係する事業費の削減：平成22年度予算 47,572千円→平成23年度予算 36,940千円[対前年比△10,632千円(△
22.3％)]）

06 情報の収集・整理・提供
既存の大学情報データベースの廃
止

23年度から実施 　既存の大学情報データベースについては廃止する。 2a
　既存の大学情報データベースについては、23年度以降段階的に廃止することとし、23年度予算においては、システム保守など
最低限の維持に係る所要額を計上。（平成22年度予算 111,972千円→平成23年度予算 20,340千円[対前年度比△91,632千円(△
81.8％)]）

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

07 事務所等の見直し 東京事務所等の集約・共用化 23年度中に実施

　国立特別支援教育総合研究所、物質・材料研究機構、教員研修センター、
国立高等専門学校機構の事務所等を集約・共用化することとし、国立大学財
務・経営センターとともに本法人が保有する学術総合センターの一部を提供
する。

1a
　国立大学財務・経営センターとともに大学評価・学位授与機構が保有する学術総合センターの一部を、本年４月から、国立特
別支援教育総合研究所、物質・材料研究機構、教員研修センター、国立高等専門学校機構に提供し、これらの法人の事務所等の
集約・共用化を図っている。

講ずべき措置

文部科学省 大学評価・学位授与機構

事務・事業

03
国立大学法人評価（中期
目標期間の評価）におけ
る教育研究評価



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01
施設費貸付事業、承継債
務償還

施設費貸付事業の見直し（承継債
務償還については、施設費貸付事
業と一体的に検討）

22年度以降実施
　事業については将来的に廃止を検討するが、国立大学附属病院が直面する
施設設備整備の必要性と資金調達の現状にかんがみて当面継続する。

2a
　事業については将来的に廃止する方向で検討しているが、当面必要な事業を行うため23年度は関連予算を計上。（平成23年度
予算：54,918百万円[うち運営費交付金：118百万円、財政融資資金：54,800百万円]）

施設費交付事業の見直し（旧特定
学校財産の管理処分については、
施設費交付事業と一体的に検討）

22年度以降実施
　事業については将来的に廃止を検討するが、国立大学法人が直面する施設
整備の必要性と資金確保の困難性等にかんがみて当面継続する。

2a
　事業については将来的に廃止する方向で検討しているが、当面必要な事業を行うため23年度は関連予算を計上。
（平成23年度予算：運営費交付金：77百万円）

事業の廃止 22年度中に実施 　財産管理・処分・有効活用に関する協力・助言を廃止する。 1a 　22年度限りで廃止とし、23年度予算に関連予算を計上せず。

22年度以降実施
　高等教育に係る財政及び国立大学法人等の財務・経営に関する調査及び研
究を廃止する。

2a
　23年度限りの廃止に向けて、教員に再就職等を促しているところであり、23年7月1日時点で、4名の教員のうち、1名の教員が
私立大学へ転職済。

22年度中に実施 　財務・経営の改善に資するための情報提供、協力・助言を廃止する。 1a 　22年度限りで廃止とし、23年度予算に関連予算を計上せず。

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

04 保有資産の見直し
キャンパス・イノベーションセン
ター

24年度以降実施

　独立行政法人整理合理化計画に基づき、平成21年度より管理・運営業務を
廃止し、平成23年度末までの間の経過措置として東京工業大学及び大阪大学
が管理・運営業務を行っているキャンパス・イノベーションセンター（東京
及び大阪）については、経過措置終了後に建物の売却や他機関への移管等を
行うための準備を進める。

2a

　キャンパス・イノベーションセンターの土地・建物について、土地は、東京地区は東京工業大学、大阪地区は大阪大学がそれ
ぞれ所有し、かつ、それぞれの建物は、約半分を国立大学財務・経営センター、残り半分を両大学がそれぞれ所有している。現
在、両大学とも国立大学財務・経営センターが区分所有する建物を取得する希望を持っていることから、平成23年度末までの経
過措置期間終了後における両大学への売却・移管等に向けた準備を進めている。

05
学術総合センター内の講堂・会議
室等の売却を検討

22年度中に実施
　学術総合センターの１、２階にある講堂・会議室等について、自治体・民
間に売却することを含め、年度内を目途に結論をまとめる。

1a

　学術総合センターの１、２階にある講堂・会議室等については、我が国における学術の交流、学術情報の発信等という学術総
合センターの目的に鑑み、公的主体が所有することが望ましいとの結論に達したため、本年３月に自治体（千代田区）に対して
売却を打診したが、購入意思がなく断られた。
　このため、適切な条件を整理した上で、自治体以外の民間等への売却を進めることとしているが、複数の不動産事業者に打診
したところ、管理コスト等の問題から否定的な回答が寄せられており、民間への売却の可能性と並行して、学術総合センターの
他の区分所有権者への売却を検討している。

06 東京事務所等の集約・共用化 23年度中に実施

　国立特別支援教育総合研究所、物質・材料研究機構、教員研修センター、
国立高等専門学校機構の事務所等を集約・共用化することとし、大学評価・
学位授与機構とともに本法人が保有する学術総合センターの一部を提供す
る。

1a
　大学評価・学位授与機構とともに国立大学財務・経営センターが保有する学術総合センターの一部を、本年４月から、国立特
別支援教育総合研究所、物質・材料研究機構、教員研修センター、国立高等専門学校機構に提供し、これらの法人の事務所等の
集約・共有化を図っている。

07 法人の見直し
事業の実施主体等に関する検討を
行い結論を得た上で国立大学財
務・経営センターを廃止

22年度以降実施
　国立大学財務・経営センターについては、当面継続される上記事業にふさ
わしい実施主体の在り方やセンター債券の扱い等所要の事項に関する検討を
行い、その結論を得た上で、廃止する。

2a

　本年２月に発足した第６期中央教育審議会大学分科会では、大学の教育の質の保証・向上の観点から、大学の活動支援の在り
方等についての検討を開始しており、他方、政府全体では独立行政法人制度の抜本的見直しの検討が進められている。これらの
検討と並行して、当面継続することとされた国立大学財務・経営センターの施設費貸付事業等の実施主体の在り方等について
も、大学の活動支援の在り方等や独立行政法人制度の抜本的見直しの検討の結果を踏まえ、平成23年度中を目処に結論を得るべ
く検討を進めることとしている。その結論を得た上で、独立行政法人国立大学財務・経営センターを廃止することとしている。

講ずべき措置

事務所等の見直し

文部科学省 国立大学財務・経営センター

事務・事業

02

施設費交付事業、旧特定
学校財産の管理処分、財
産管理・処分・有効活用
に関する協力・助言

03

高等教育に係る財政及び
国立大学法人等の財務・
経営に関する調査及び研
究、財務・経営の改善に
資するための情報提供、
協力・助言

事業の廃止



【事務・事業の見直し】

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

01
高速増殖炉(FBR)サイク
ル技術

02
高レベル放射性廃棄物処
分技術研究開発

03 核融合研究開発

04 量子ビーム応用研究

05
原子力基礎基盤研究､安
全･核不拡散研究､再処理
技術開発

06
廃止措置・放射性廃棄物
処理処分研究開発事業

07
システム計算科学セン
ターの運営

システム計算科学センターの廃止 23年度中に実施
　システム計算科学センター（上野）を廃止し、その機能を東京大学内へ移
転する。

1a

　システム計算科学センターの運営について、上野における事業を廃止した上で、その機能を東大（柏キャンパス）内へ平成23
年５月に移転した。その結果、平成23年度予算で、52,056千円減額された。なお、平成24年度以降は、移転前２カ月の上野の建
屋賃借料、原状復帰工事費、引越費用など71,538千円がさらに削減されるため、平成22年度予算との比較で123,594千円減額され
る。

【資産・運営等の見直し】

実施時期 具体的内容 措置状況 措置内容・理由等

08 不要資産の国庫返納 那珂核融合研究所未利用地 25年度以降実施 　那珂核融合研究所未利用地を処分する。 3
　平成25年度以降に処分を実施する。なお、処分までの間は、地元自治体から要請のあった公共事業による建設発生土を受入
れ、有利な条件での処分に効果のある環境整備（整地用の土の確保）を進める。

09 東京事務所の廃止 23年度中に実施
　東京事務所（内幸町）を廃止し、他法人の類似の事務所と共用化を実施す
る。

1a
　東京事務所（内幸町）について廃止し、平成23年3月末に、海洋研究開発機構、理化学研究所と同一のビル内に移転し、一部会
議室の共用化を図るなど、事務所に係る規模・経費を合理化して縮小した。その結果、経費が139,473千円減額された。

10 海外事務所の見直し 22年度中に実施
　ワシントン、パリの海外事務所を他の研究開発法人と共用化するなど、海
外事務所の廃止又は他機関事務所との共用化を進めるための検討を行い、具
体的な結論を得る。

1a

　平成23年４月より、パリ事務所については情報通信研究機構との共用化を実現した。この結果、事務所経費が5,469千円
（48,314.02 €：113.20円で換算）減額された。また、宇宙航空研究開発機構及び科学技術振興機構と、現契約更新時（平成26年
度）に事務所等を共用化することとし、具体的な協議を開始した。ワシントン事務所も、宇宙航空研究開発機構と、現契約更新
時(平成27年３月）に共用化することとし、具体的な協議を開始した。

11 取引関係の見直し
調達に係るベストプラクティスの
抽出と実施

23年度中に実施
　経費節減の観点から、研究開発等の特性に応じた調達の仕組みについて、
他の研究開発法人と協力してベストプラクティスを抽出し、実行に移す。

2a

　平成23年２月から開催された研究開発事業に係る調達の在り方に関する連絡会議（関係府省）及び検証会議（関係法人）にお
いて、研究開発の特性に応じた調達の在り方について検討・情報共有を開始したところ。東日本大震災のため進捗が遅れている
が、平成23年度中を目途に、ベストプラクティスの抽出・実行を含め、合理的な調達の実現に向けた取組を開始する予定であ
る。
　また、文部科学省所管の８法人で設置した研究開発調達検討会合においても、ベストプラクティスの抽出・実行について、契
約額の適正化、競争性・透明性の向上等の具体策の検討を行っている。

12 人件費の見直し ラスパイレス指数の低減 22年度から実施
　管理職手当の見直し等によりラスパイレス指数を引き下げる取組を着実に
実施するとともに、人件費全体の抑制を更に図る。

2a

　平成22年度は、中高年齢層（40歳以上）の本給の平均0.1％引き下げ、55歳以上の本給及び諸手当の1.5％減額、期末手当の支
給月数の0.325月引き下げ等により、給与水準の適正化に取り組んだ結果、ラスパイレス指数の目標や（118.9の目標に対し
115.5）、人件費の削減目標を達成した（平成17年度と比べ人件費を５%以上削減する目標に対し約5.6％の削減）。平成23年度以
降も給与構造改革の取組を継続し、引き続き本給上昇の抑制及び管理職数の縮減等を図り、職員の給与水準の適正化に取り組む
ととともに、人件費の更なる削減を図っている。なお、当面の目標としては平成23年度のラスパイレス指数を平成22年度
（115.5）以下とする。

　高速増殖炉サイクル技術の研究開発に必要な経費を積算段階から精査できる体制・仕組みの整備について機構外委員を含む委
員会を設置した。平成24年度予算概算要求に向けて積算の考え方を検証し、適切に反映する。
　また高速増殖炉サイクル技術の研究開発の進め方に関するガバナンスの強化を図ることを目的とした電気事業者や原子力関連
事業者等の関係者による外部委員会について検討を開始した。平成23年中に設置し、事業の進め方に関するガバナンスの強化を
図る。

講ずべき措置

事務所等の見直し

　研究プロジェクトについて、優先度を踏まえた上で整理統合を行い、重点
化する。特に、量子ビームテクノロジーを用いた生命科学に特化した研究に
ついては廃止する。

2a

原子力機構が推進する大型プロジェクト（高速増殖炉サイクル研究開発、高レベル放射性廃棄物処分技術研究開発、核融合研
究開発）では、各プロジェクト内での重点化を図ってきているところである。東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電
所の事故を受け、安全研究等に関して更なる重点化を検討しているところである。具体的な重点事項は以下の通りである。
・高速増殖炉サイクル実用化研究開発については、2025年頃の実証炉の実現に必要な研究開発に重点化していたが、東電福島第
一原発事故以降、当面、高速増殖炉サイクルの安全性・信頼性強化のための研究開発に重点化して実施することを検討してい
る。
・高レベル放射性廃棄物処分技術研究開発では、深地層の研究施設計画（瑞浪、幌延）に研究開発の重点化を図っている。その
際には、費用負担増を伴わずにその内容に重点化が図れるよう幌延深地層研究計画にPFI方式による研究坑道の整備等の契約の導
入（民間活力導入）を行った（平成23年2月よりPFI方式で実施、従来方式に対し総支出（現在価値換算）で約29%（約80億円）の
縮減）。
・核融合研究開発については、国際約束で進めるITER（国際熱核融合実験炉）計画及び幅広いアプローチ（BA）活動への重点化
を実施しており、従来の炉心プラズマ及び核融合工学に関する研究開発を縮小し、ITER計画及びBA活動への段階的集約化を図っ
ている。
・安全・核不拡散研究の内の「安全研究」では、東電福島第一原発の事故を受けて、軽水炉の安全性の研究、特にシビアアクシ
デントの進展と環境への影響を評価する手法の信頼性を高めるための研究に重点化することを検討している。また、原子力基礎
基盤研究の内の「原子力基礎工学研究」では、東電福島第一原発の事故の復旧、周辺環境の修復等、国民全般のニーズを意識
し、放射性物質移行に関する環境動態研究、放射性物質の分離除去技術の研究などに重点化することを検討している。
・廃止措置・放射性廃棄物処理処分研究開発については、東電福島第一原発事故以降、廃止措置・放射性廃棄物処理処分研究の
重要性が増しており、東電福島第一原発の滞留水処理や農作物、土壌・植物などの廃棄物処理処分等に関する最大限の貢献を行
う事を検討し、早急に結論を得る。
・量子ビームテクノロジーを用いた生命科学に特化した研究については、そのH23年度予算を廃止するとともに、量子ビーム応用
研究部門の該当するグループを廃止し、組織の整理統合を図った。
▲3,059千円
（H23概算要求 3,059千円 → H23予算 ０円）
　参考H22予算 3,405千円

23年度中に実施
　また、廃止措置・放射性廃棄物処理処分研究開発及び高速増殖炉サイクル
実用化研究開発等については、平成22年10月の事業仕分けの結果を踏まえ、
より一層の効率的・効果的な実施に努めることとする。

1a

　廃止措置・放射性廃棄物処理処分研究開発については、事業仕分けの結果を踏まえて平成23年度予算要求額から削減を行っ
た。
▲ 3,783,143千円
（H23概算要求 19,901,485千円 → H23予算 16,118,342千円）
　参考H22予算 14,118,608千円

　高速増殖炉サイクル実用化研究開発については、事業仕分けの結果及び上記の重点化事項を踏まえ、平成23年度予算要求額か
ら削減を行った。
▲491,562千円
（H23概算要求 10,500,000千円 → H23予算 10,008,438千円）
　参考H22予算 10,273,661千円

　もんじゅを軸とした高速増殖炉の開発については、必要な経費を積算段階
から精査できる体制・仕組みを整えるとともに、電気事業者や原子力関連事
業者等の関係者による外部委員会を設置し、事業の進め方に関するガバナン
スの強化を図る。

2a

文部科学省 日本原子力研究開発機構

事務・事業

研究プロジェクトの重点化

23年度から実施

23年度から実施
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